
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で

平
成
20
年
4
月
か
ら

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

最
近
よ
く
耳
に
す
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）。
こ
の
状
態
を
放

置
し
て
お
く
と
、
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
脳
卒
中
や
心
筋

梗
塞
な
ど
の
合
併
症
を
引
き
起
こ
す
起
因
が
増
大
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
来
年
4
月
か
ら
、
基
本
健

診
に
か
わ
っ
て
新
し
く
生
活
習
慣
病
を
予
防
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組
み
込
ま
れ
た
健
康
診
査
（
特

定
健
診
）
と
保
健
指
導
（
特
定
保
健
指
導
）
が
始
ま
り
ま
す
。

Q 

な
ぜ
「
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
」
が
実

施
さ
れ
る
の
で
す
か
？

　

我
が
国
の
医
療
費
は
年
々
増
大
し
て
お
り
、

そ
の
3
割
は
、
心
臓
病
や
脳
卒
中
な
ど
の
原
因
と

な
る
高
血
圧
性
疾
患
や
糖
尿
病
な
ど
、
生
活
習

慣
病
有
病
者
と
そ
の
予
備
群
が
占
め
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目

し
た
特
定
健
診
で
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
及
び
そ
の
予
備
群
の
人
を
発
見
し
、
本
人
に

適
し
た
特
定
保
健
指
導
を
行
い
、
こ
の
該
当
者

と
予
備
群
を
減
ら
そ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

Q
健
診
の
対
象
者
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

　

40
歳
以
上
74
歳
以
下
の
国
民
健
康
保
険
や
社

会
保
険
な
ど
の
被
保
険
者
と
被
扶
養
者
の
方
全

員
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

Q
健
診
の
実
施
主
体
は
ど
こ
に
な
り
ま
す
か
？

　

町
が
行
っ
て
い
た
集
団
健
診
と
は
違
い
、
国

民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
者

が
実
施
主
体
と
な
り
ま
す
。

Q
特
定
健
診
の
受
け
方
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
町

か
ら
年
1
回
特
定
健
診
受
診
券
が
発
行
さ
れ
ま

す
。
健
診
は
、
従
来
ど
お
り
各
地
区
の
集
落
セ

ン
タ
ー
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

 　

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い

る
人
は
、
医
療
保
険
者
か
ら
、
年

1
回
特
定
健
診
受
診
券
が
発
行
さ

れ
、
受
診
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る

受
診
日
や
受
診
場
所
で
健
診
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

75 歳以上（後期高齢者）の
特定健診・特定保健指導

町から受診券と受診案内通知を送ります。
健診は、従来どおり各地区の集落セン
ターで受けます。

■お問合せ　保健福祉課　☎ 47・8007
　　　　　　町民税務課　☎ 47・8015



公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
を

ご
存
じ
で
す
か

　

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
電
子

申
請
等
を
安
全
に
行
う
た
め
に
使
用
す
る
電
子
証
明
書
を
発
行
す
る
公
的

な
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

電
子
証
明
書
の発

行
を
受
け
る
に
は

　

役
場
町
民
税
務
課
ま
た
は
各
総
合

事
務
所
生
活
企
画
室
で
必
要
な
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
物

・ 

住
基
カ
ー
ド
（
お
持
ち
で
な
い
方
は

別
途
手
続
き
が
必
要
で
す
。）

・ 

本
人
確
認
で
き
る
写
真
付
の
公
的
証

明
書
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
等
）

発
行
手
数
料　

５
０
０
円

＊ 

発
行
さ
れ
た
電
子
証
明
書
は
、
住

基
カ
ー
ド
の
中
に
格
納
さ
れ
ま
す
。

電
子
証
明
書
を
利
用
す
る
に
は

　

電
子
証
明
書
を
利
用
す
る
に
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
で
き
る
パ
ソ
コ

ン
と
、Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ（
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
の
読
取
装
置
）
を
準
備
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

国
税
庁
の
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス

テ
ム
（
ｅ

－
Ｔ
ａ
ｘ
）
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
が

必
要
で
す
。
お
早
め
に
、
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

住
基
カ
ー
ド
と
は

　

正
式
名
を
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

と
い
い
、
市
町
村
が
交
付
す
る
安
全

性
に
優
れ
た
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
す
。
種

類
は「
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
」と「
写

真
な
し
住
基
カ
ー
ド
」
が
あ
り
希
望

す
る
カ
ー
ド
を
選
択
で
き
ま
す
。「
写

真
付
き
住
基
カ
ー
ド
」
は
運
転
免
許

証
と
同
じ
く
公
的
な
身
分
証
明
書
と

し
て
利
用
で
き
ま
す
。

＊ 

な
お
、
住
基
カ
ー
ド
の
交
付
に
は
、

申
請
か
ら
、
１
〜
２
週
間
か
か
り

ま
す
。（
別
途
交
付
手
数
料
が
必
要
）

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課

　
　
　
　
　

☎
47
・
８
０
１
５

確定申告は便利なe確定申告は便利なe－－TaxでTaxで
HP からカンタン申告
　個人の方で、国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」を利用
して作成した申告書等のデータは、「ｅ
－Tax」に直接送信することができます。
　また、「ｅ－Tax ソフト」に組み込ん
で「ｅ－Tax」に送信することもでき
ます。

添付書類が提出不要
　平成 19年分以後の所得税において
は、医療費の領収書や給与所得の源
泉徴収票等の一定の第三者作成書類
の添付を省略できるようになります。

最高 5,000 円の税額控除
　電子申告により、所得税の確定申
告書を提出する際、本人の電子署名
及び電子証明書を併せて送信した場
合に、所得税額から 5,000 円（その
年分の所得税額を限度）を控除（平
成 19 年分または平成 20 年分のいず
れか 1回）できるようになります。

還付金がスピーディ
　ｅ－Tax で申告された還付申告は早
期処理しています（3週間程度に短
縮）。

ご利用にあたっては、e－Tax ホームページをご覧ください。

http://www.e-tax.nta.go.jp
■問合せ　武生税務署　℡（0778）22－0890


